
第 章 総 説 

生駒市の概要
生駒市の位置 

生駒市は、奈良県の北西端に位置しており、市域は東西 8.0km、南北 15.0km と南北に細長い形状

となっている。面積は 53.15km2と奈良県の総面積の 1.4％を占めている。 
市域は、西に生駒山(標高 642m)を中心とした生駒山地、東に矢田・西の京丘陵が南北に併走し、北

に富雄川、南に竜田川が南流し、それぞれ富雄谷、生駒谷を形成している。市境は、北に枚方市、東

に京田辺市・精華町・奈良市・大和郡山市、南に斑鳩町・平群町、西に交野市・四條畷市・大東市・

東大阪市に接している。また、大阪市中心部から約 20km、奈良市中心部から約 13km と近接した距

離に位置している。 

図表 生駒市の位置図

 
図表 2 生駒市の地勢 
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図表 3 市役所の位置 

所　在　地 東経 北緯 海抜

生駒市東新町８－３８ 135度42分 34度41分 136.44ｍ  
図表 4 市域の変遷 

年　月　日 総面積（km ）

生 駒 郡 北 生 駒 村 明 治 年 月 日

生 駒 町 制 施 行 大 正 年 月 日

南 生 駒 村 編 入 合 併 昭 和 年 月 日

北 倭 村 編 入 合 併 昭 和 年 月 日

生 駒 市 制 施 行 昭 和 年 月 日

国 土 地 理 院 改 訂 値 平 成 元 年 月 日

国 土 地 理 院 改 訂 値 平 成 年 月 日  



土地利用 
生駒市は、市域全体が都市計画区域に指定されており、そのうち市街化区域は総面積の約 4 割を占

めている。用途地域区分では住居系用途が最も高い割合となっており、特に第一種低層住居専用地域

の割合が高く、全体の半分以上を占めている。一方、商業系用途（近隣商業地域、商業地域）及び工

業系用途（準工業地域）の占める割合は低くなっている。 
 

図表 5 都市計画用途地域 平成27年2月20日現在
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人口 
生駒市の総人口は、平成 27 年 10 月 1 日現在で 121,048 人となっている。これまでの推移を概観す

ると、平成 14 年に初めて減少傾向に転じてからは、平成 16 年までほぼ横ばいで推移し、平成 17 年

から微増を続けていたが、平成 26 年に再び減少に転じた。人口規模は奈良市、橿原市に次ぎ、奈良県

下で第３位となっている。 
一方、世帯数は一貫して増加を続け、平成 27 年 10 月 1 日現在で 49,058 世帯である。なお、1 世帯

当たりの人口については、減少を続けており、2.47 人となっている。 
 

図表 6 生駒市の総人口及び世帯数（各年 10 月 1 日現在） 

 
(注)世帯数及び人口は、住民基本台帳による 



気象 
生駒市は、年平均気温が 15℃程度で比較的温暖な気候であるが、最低気温と最高気温の格差が大き

い典型的な盆地気候である。降水量は、年によって変動があり、概ね 1,000～1,500 ㎜程度で推移して

いる。 
図表 7 生駒市の気象 
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図表 8 降水量及び降水(雪)日数の推移 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

エネルギー等使用 
① 電力 

生駒市の電力消費量は、家庭用電灯が全体の約半分を占め、続いて業務用が 31％、産業用・その

他が 18％となっている。平成 27 年度の生駒市全体の電力消費量は 424,602 千 kWh となり、過去 4
年間で一貫して減少している。 

図表 9 生駒市の電力消費量 
（千kWh)

契約口数 消費量 契約口数 消費量 契約口数 消費量 契約口数 消費量

家庭用電灯

業務用

産業用・その他

合計

※契約口数については、各年度３月末現在の数値である。

　資料：関西電力㈱
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② 都市ガス 
生駒市の都市ガス需要量は、家庭用が全体の 64％を占め、続いて医療用が 13％、商業用が 12％、

公用が 8％、工業用が 3％となっている。平成 27 年度の生駒市全体の需要量は 23,112 千ｍ3となり、

昨年度に比べて減少した。 
図表 10 生駒市の都市ガス需要量 

(千ｍ3）
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※需要戸数＝取り付けメーター数

　資料：大阪ガス㈱  
 

 
 
 
 
 
 

③ 水道 
生駒市では、水道の給水人口は年々増加していたが、平成 26 年度以降は減少傾向にある。年間総配

水量及び年間有収水量についても、平成 22 年度以降減少傾向にある。 
 

図表 11 生駒市の水道需要量 
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環境行政の概要 
環境行政の組織体制 

環境行政の範囲は多岐にわたっているが、生駒市では、地域活力創生部に所属する環境モデル都市

推進課と市民部に所属する環境保全課が中心となって所管している。組織体制は、以下のとおりであ

る。 
図表 12 環境行政の組織体制（平成 28 年 4 月 1 日現在） 

市民活動推進課 市民活動推進係

市民活動推進センター

いこまの魅力創造課 魅力創造係

地域活力創生部
環境モデル都市推進課 環境モデル都市推進係　地球温暖化対策係

経済振興課 農林係　商業観光係　企業支援係
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生駒市環境基本条例 

生駒市環境基本条例は、地球環境問題など新たな環境課題にも対応していくために、生駒市の環境

の保全及び創造を進める環境行政の基軸として平成 11 年 3 月に制定されたものである。 
この条例は、循環型社会の構築、人と自然との共生、地球環境への配慮などを通じて、市民が健康

で文化的な生活を営むことのできる良好な環境の保全・創造に努め、現在及び将来の世代が恵み豊か

な環境の恵沢を享受できることを基本理念として、市民・事業者・行政の責務と役割、環境施策の方

向性などについて明らかにすることにより、本市の環境行政を総合的かつ計画的に推進していくこと

を目的としたものである。 



生駒市環境基本計画 
生駒市環境基本計画は、生駒市環境基本条例第 8 条の規定に基づき、生駒市の環境の保全及び創造

を総合的・計画的に推進するための計画であり、平成 11 年 3 月に策定された当初計画の計画期間が終

了することに伴い、平成 21 年 3 月に第 2 次計画として策定されたものである。新しい生駒市環境基

本計画においては、生駒市にとって望ましい将来ビジョンと、その実現に向けて、市民、事業者、行

政が協働により取り組むべき具体的な行動を規定している。 
なお、本計画は、平成 30 年度を目標年次とし、計画期間を 10 年としているが、計画策定後 5 年を

迎えた平成 25 年度から 26 年度にかけて、社会情勢の変化に応じて計画の見直し、更新を行った。 
① 将来ビジョン 
○ 総合ビジョン 

豊かな自然と歴史と未来が融合したまち「いこま」 
○ 分野別ビジョン 

自然環境分野  ：四季を感じられる生駒 
せいかつ環境分野  ：「すてる」をすてた地球にやさしいくらし 
まち・みち環境分野 ：歩きたくなる たのしい まち・みち 
エネルギー環境分野 ：省エネと自然エネルギーで快適に暮らせるまち 

 
② ５つの目標 
○ 指標１ 二酸化炭素排出量（基準年：平成 18 年度 目標年：平成 30 年度） 

全市域の二酸化炭素排出量を 14％削減する。 
○ 指標２ ごみ排出量（基準年：平成 19 年度 目標年：平成 30 年度） 

家庭系ごみ排出量 1 人 1 日あたり排出量を 15％削減し、570g/人日にする。 
再資源化率 16.8%を 30.0%に向上する。 
事業系ごみ排出量 9,128t/年を 6,721 t/年に削減する。 

○ 指標３ 公共交通（基準年：平成 19 年度 目標年：平成 30 年度） 
鉄道利用者を、現状維持から 0.5％増加し、19,306 千人にする。 
路線バス利用者を、10%増加し、5,586 千人にする。 
コミュニティバスなどの代替交通の新規路線を複数ルート実現する。 

○ 指標４ 河川水質（基準年：平成 19 年度 目標年：平成 30 年度） 
竜田川の水質を、観測地点ごとの年間平均でＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）5 ㎎/
Ｌ以下にする。 

○ 指標５ 環境活動参加人数（平成 21 年度以降の累計 目標年：平成 30 年度） 
生駒市及び生駒市環境基本計画推進会議（ECO-net 生駒）が開催する講座・行事の参

加累計人数を 11.7 万人（平成 19 年 10 月現在人口）にする。 
 



環境モデル都市アクションプラン 
生駒市は、低炭素社会の実現に向け、高い目標を掲げて先駆的な取組にチャレンジする都市である

「環境モデル都市」に、大都市近郊型の住宅都市として全国で初めて国から選定された。環境モデル

都市は全国で 23 都市が選定されているが、奈良県では初めての選定で、近畿でも京都市、堺市、神戸

市、尼崎市に続く選定となる。 
選定をうけて平成 27 年 1 月に生駒市環境モデル都市アクションプランを策定し、多様な主体の参画

と連携を基盤として、5 つのモデルを構築し、温室効果ガスの大幅な削減とともに、「市民・事業者・

行政の“協創”で築く低炭素“循環”型住宅都市」としてのブランドを向上し、市民生活に新たな価

値を創造することを目指し、取組を進めている。 
 
① 将来像と削減目標 
○ 将来像 

市民・事業者・行政の“協創”で築く低炭素“循環”型住宅都市 
 

○ 温室効果ガス排出量の削減目標（基準年：平成 18 年度） 
将来像の実現及び世界に先駆けた低炭素“循環”型住宅都市のモデルの構築を目指すことを踏

まえ、中期目標、長期目標を掲げている。 
・中期目標：2030 年度(平成 42 年度) 35％削減 
・長期目標：2050 年度(平成 62 年度) 70％削減 

 
② 目標達成のための つの柱 
○ 都市構造の再設計 
○ 資源循環・エネルギー自給システムの構築 
○ ＩＣＴを活用したコミュニティサービスの推進 
○ 食のバリューチェーン構築 
○ コミュニティ交通システムの再構築 
 

生駒市エネルギービジョン 
生駒市エネルギービジョンは、環境基本計画の方針やこれまでの活動の経緯と成果、地域の実状を

踏まえながら、再生可能エネルギーの活用やエネルギーの高度利用、省エネルギー対策の促進に関す

る施策を体系化し、共通の目標のもとに整理・特化した生駒市におけるエネルギー施策の基本的な方

針である。 
 

① 行動目標（平成 （ ）年度の都市イメージ） 
『エネルギーを賢く利用し、安心・安全で持続的に成長できる都市』 

 
② 計画目標

 短 期 
(平成 30 年度) 

中 長 期 
(平成 42 年度) 

市域のエネルギー消費量削減割合(平成 18 年度比) 5% 20% 
太陽光発電の普及率(平成 23 年度(4.8%)) 16.5% 30% 
電力需要見込みに対する太陽光発電による自給率 - 15% 



 
③ エネルギー施策の基本方針 
○ コンパクトなまちづくりとライフスタイルの転換 
○ 住宅など建物のエネルギー性能向上 
○ 再生可能エネルギーの導入加速化 
○ 安心・安全なエネルギー環境の構築 

 
ごみ半減プラン（生駒市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画） 

ごみ半減プランは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」第 6 条第 1 項に基づ

き策定した、生駒市における一般廃棄物（ごみ）行政全般に係る基本的方向を定めた計画である。 
本計画の計画期間は、平成 23 年度から平成 32 年度までの 10 年間とし、対象とするごみは、生駒

市内において発生する一般廃棄物である。なお、排出・処理される一般廃棄物のみならず、発生源で

減量、再資源化、自家処理などされる一般廃棄物についても対象とし、その基本的な方向や施策の展

開などを定めている。 
目標（基準年：平成 年度 目標年：平成 年度） 
○ 市施設によるごみの受入量 

36 千ｔを 28 千ｔに８千ｔ削減 
○ 焼却ごみ量 

35 千ｔを 17 千ｔに半減 
○ 資源化量 

７千ｔ（資源化率 17％）を 20 千ｔ（資源化率 53％）に増加 


